
 

 

19 横浜市における飲食店・道路からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件 

（平成21年（ゲ）第13号事件） 

(1) 事件の概要 

平成21年11月16日、神奈川県横浜市の住民１人から、飲食店と国（代表者国土交通

大臣）を相手方（被申請人）として原因裁定を求める申請があった。 

申請の内容は以下のとおりである。申請人が受けている、圧迫感などの身体的及び

精神的な健康被害は、被申請人が経営する飲食店に設置されている大型換気扇等から

発生する低周波音と、被申請人国が管理している道路を自動車が走行する際に発生す

る低周波音によるものである、との原因裁定を求めるものである。 

(2) 事件の処理経過 

公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、１回の現地期日を

開催するとともに、平成22年７月８日、低周波音等と健康被害との因果関係に関する

専門的事項を調査するために必要な専門委員１人を選任したほか、現地調査、騒音測

定・分析調査を実施するなど、手続を進めている。 

  


	本事件は、熊本県から鹿児島県にまたがる不知火海の沿岸の漁民等が、チッソ株式会社水俣工場からの排水に起因した水俣病に罹患し、これによって精神上及び財産上の損害を被ったとして、チッソ株式会社を相手方（被申請人）として、賠償金の支払等を内容とする調停を求めたものである。
	昭和48年度の第１次調停以来、平成22年度末までに53次にわたる調停を実施し、606件（患者数1,463人）について調停が成立した（表１－２－２）。
	(3) 慰藉料額等変更申請
	(4) 調停調書の例



